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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
生
活
保
護
の
母
子
家
庭
と
一
般
母
子
家
庭
の
比
較
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
審
議
会
に
提
出
さ
れ
た
資
料
（
以
下
「
審
議
会
提
出
資
料
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
被
保
護
母
子
世
帯
に

つ
い
て
は
、
平
均
所
得
金
額
と
「
最
低
生
活
費
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
趣
旨
か
ら
は
、
お
尋
ね
の
被
保
護
母
子

世
帯
の
平
均
所
得
は
、
「
最
低
生
活
費
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
審
議
会
提
出
資
料
に
よ
る

と
、
被
保
護
母
子
世
帯
の
「
最
低
生
活
費
」
は
、
月
額
二
十
二
万
九
百
六
十
七
円
、
一
般
母
子
世
帯
の
平
均
所
得
は
、
税
金

や
社
会
保
険
料
の
控
除
前
で
月
額
二
十
一
万
六
百
六
十
七
円
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
平
均
世
帯
人
員
に
つ
い
て
は
、
被

保
護
母
子
世
帯
が
、
二
・
九
一
人
、
一
般
母
子
世
帯
が
、
二
・
六
四
人
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
議
事
録
に
も
あ
る
と
お
り
、
一
般
母
子
世
帯
と
被
保
護
母
子
世
帯
の
平
均
世
帯

人
員
数
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
被
保
護
母
子
世
帯
の
「
最
低
生
活

費
」
が
一
般
母
子
世
帯
の
平
均
所
得
金
額
を
上
回
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



審
議
会
提
出
資
料
を
基
に
機
械
的
に
計
算
す
れ
ば
、
一
般
母
子
世
帯
の
一
人
当
た
り
の
所
得
は
、
税
金
や
社
会
保
険
料
の

控
除
前
で
七
万
九
千
七
百
九
十
八
円
、
被
保
護
母
子
世
帯
の
一
人
当
た
り
の
「
最
低
生
活
費
」
は
、
七
万
五
千
九
百
三
十
四

円
で
あ
る
が
、
両
世
帯
の
比
較
の
た
め
に
は
、
一
般
母
子
世
帯
の
数
値
が
税
金
や
社
会
保
険
料
控
除
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
世
帯
の
消
費
実
態
等
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
世
帯
に
関
す
る
所
得
等
を
世
帯
人
員
数
の
平
方
根
で
除
し
て
得
た
額
を
比
較
す
る
方
法

が
あ
り
、
こ
の
方
法
に
よ
り
、
審
議
会
提
出
資
料
を
基
に
機
械
的
に
計
算
す
れ
ば
、
一
般
母
子
世
帯
に
つ
い
て
は
、
税
金
や

社
会
保
険
料
の
控
除
前
で
十
二
万
九
千
六
百
五
十
七
円
、
被
保
護
母
子
世
帯
に
つ
い
て
は
、
十
二
万
九
千
五
百
三
十
三
円
と

な
る
が
、
両
世
帯
の
比
較
の
た
め
に
は
、
一
般
母
子
世
帯
の
数
値
が
税
金
や
社
会
保
険
料
控
除
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留

意
す
る
と
と
も
に
、
世
帯
の
消
費
実
態
等
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
比
較
方
法
や
比
較
対
象
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
会
議
の
存
在
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
推
測
で
お
答
え
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
世
帯
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
第
四
回
生
活
保
護
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
の
資
料
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
当

該
資
料
は
、
全
国
平
均
の
一
般
母
子
世
帯
の
消
費
支
出
額
と
全
国
平
均
の
被
保
護
母
子
世
帯
の
生
活
扶
助
基
準
額
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
事
例
を
想
定
し
て
作
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
般
母
子
家
庭
の
居
住
地
に

つ
い
て
も
把
握
し
て
い
な
い
が
、
当
該
資
料
は
、
全
国
平
均
で
の
一
般
国
民
の
消
費
実
態
を
勘
案
し
て
定
め
て
い
る
生
活
保

護
基
準
の
見
直
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
直
し
の
た
め
に
、
御
指
摘
の
よ
う
な
地
域
単
位
で
の
比
較
を
行
う
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

三


